
施設内壁及び床に固定されている物品（エアコンやストーブ等）以外の物品を適正に処分する。

主な物品は次のとおり。なお、別添【参考】旧大新児童館（産業廃棄物保管状況）の内容も参照すること。

種類 品名 数量

廃プラスチック類 プラスチック製品等 一式

金属くず スチール棚、鉄くず等 一式

廃プラスチックと金属の混合物 椅子、⾧テーブル等 一式

ガラスくず及び陶磁器くず ガラスくず等 一式

ガラスと金属の混合物（水銀使用製品を含む） 廃蛍光管、ランプ等 一式

汚泥と金属の混合物（水銀使用製品を含む） 廃乾電池 一式

可燃物 布団類・本及び雑誌類 一式

食器類 鍋・皿等 一式

家電 冷蔵庫・テレビ 一式

汚泥 固形塗料等 一式
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